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#28 団体 

#28.0 通則 

#28.0.1 機能 

団体に対する統制形アクセス・ポイントは、次の機能を備える。 

a) 典拠形アクセス・ポイントおよび異形アクセス・ポイントを手がかりに、特定の団体

を発見、識別できる。 

・複数の名称をもつ団体が存在するとき、その団体を識別できる。 

・団体が一般に知られている名称と異なる名称を使用しているとき、その関係を理解

できる。 

・同一名称をもつ複数の団体が存在するとき、各団体を判別できる。 

b) 典拠形アクセス・ポイントを手がかりに、次の資料を発見できる。 

①特定の団体と関連する資料 

②特定の団体を主題とする資料 

c) 典拠形アクセス・ポイントを手がかりに、特定の団体と関連する他の個人・家族・団

体を発見できる。 

以上の機能を満たすため、特定の団体に対する典拠形アクセス・ポイントは、他の団体に

対する典拠形アクセス・ポイントと明確に判別される必要がある。 

異形アクセス・ポイントは、特定の団体を典拠形アクセス・ポイントとは異なる形から発

見する手がかりとなる機能を備える。利用者が検索すると推測される形で構築する必要が

ある。 

#28.1 典拠形アクセス・ポイントの構築 

 団体に対する典拠形アクセス・ポイントは、優先名称を基礎として構築する。 

（参照: 団体の優先名称については、#8.1 を見よ。） 

 優先名称に、#28.1A、#28.1B に従って、#28.1.1～#28.1.7 で規定する識別要素を付加す

る。 

#28.1A 識別要素の付加 

 同一名称の他の団体に対する典拠形アクセス・ポイントと判別するために必要な場合は、

優先名称に必要な識別要素を付加して、次の順に記録する。 

a) 団体の種類（参照: #28.1.1 を見よ。） 

b) 団体と結びつく場所（参照: #28.1.2 を見よ。） 

c) 関係団体の名称（参照: #28.1.3 を見よ。） 

d) 団体と結びつく日付（参照: #28.1.4 を見よ。） 

e) 行政区分を表す語（参照: #28.1.5 を見よ。） 

f) その他の識別語句（参照: #28.1.6 を見よ。） 

ただし、団体と結びつく場所よりも、関係団体の名称、団体と結びつく日付、その他の識

別語句のいずれかが識別に適切な場合は、それを優先して優先名称に付加する。 
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関係団体の名称が当該団体の名称と通常結びついている場合は、団体と結びつく場所よ

りも優先して、関係団体の名称を優先名称に付加する。 

複数の政府が（例えば、占領、内乱などによって）同一地域の主権を主張している場合は、

団体と結びつく日付の前にその他の識別語句（政府のタイプを示す語句など）を付加する。 

（参照: 団体と結びつく日付については、#28.1.4 を見よ。その他の識別語句については、

#28.1.6 を見よ。） 

会議、大会、集会等については、#28.1.7 に従って、識別要素を優先名称に付加する。 

#28.1B 団体の名称であることが不明確な優先名称への付加 

団体の名称であることが不明確な優先名称には、同一名称の他の団体に対する典拠形ア

クセス・ポイントと判別するために必要でなくても、#28.1.1 に従って、団体の種類を付加

する。 

#28.1.1 団体の種類 

 同一名称（近似した名称を含む）の他の団体に対する典拠形アクセス・ポイントと判別す

るために必要な場合は、団体の種類を優先名称に付加する。 

（参照: #8.7.1 を見よ。） 

共同通信社||キョウドウ ツウシンシャ (一般社団法人) 

共同通信社||キョウドウ ツウシンシャ (株式会社) 

Zone (ゲーム制作会社) 

ZONE (音楽グループ) 

太陽||タイヨウ (団体) 

 （優先名称: 太陽||タイヨウ。団体の種類: 団体） 

0047 (Organization) 

（優先名称: 0047。団体の種類: Organization） 

#28.1.2 団体と結びつく場所 

 同一名称（近似した名称を含む）の他の団体に対する典拠形アクセス・ポイントと判別す

るために必要な場合は、団体と結びつく場所を優先名称に付加する。 

（参照: #8.3 を見よ。） 

クレア (東京都中野区) 

クレア (東京都千代田区) 

 下部組織である支部・分会等が上位団体の活動を特定地域で遂行していて、かつ支部・分

会等の名称に場所が含まれていない場合は、その場所を優先名称に付加する。 

    National Association of Letter Carriers (U.S.). Branch 36 (New York, N.Y.) 

宗教拠点の優先名称がその所在地を明確に表していない場合は、所在地または教区名等

を優先名称に付加する。 

八坂神社||ヤサカ ジンジャ (京都市) 

 ラジオ・テレビ局の優先名称がコール・サインのみまたは主としてコール・サインから成
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る場合は、その局の所在地を優先名称に付加する。ラジオ・テレビ局の優先名称がコール・

サインを主としていないものであっても地名を含まない場合は、所在地を優先名称に付加

する。 

エフエムナックファイブ||エフエム ナック ファイブ (ラジオ局 : さいたま市) 

 団体と結びつく場所の名称が団体の存続期間中に変化した場合は、最新の名称を優先名

称に付加する。 

（参照: #8.3.3.2、#8.3.3.2 任意追加を見よ。） 

 同一名称（近似した名称を含む）の他の団体と判別するために、結びつく場所よりも次の

いずれかが適切である場合は、それを優先名称に付加する。 

a) 関係団体の名称（参照: #28.1.3 を見よ。） 

b) 団体と結びつく日付（参照: #28.1.4 を見よ。） 

c) その他の識別語句（参照: #28.1.6 を見よ。） 

（参照: 会議、大会、集会等の開催地の優先名称への付加については、#28.1.7 を見よ。） 

#28.1.2 団体と結びつく場所 任意追加 

 同一名称（近似した名称を含む）の他の団体が存在しなくても、団体に対する典拠形アク

セス・ポイントを識別するために役立つ場合は、団体と結びつく場所を優先名称に付加する。 

#28.1.3 関係団体の名称 

同一名称（近似した名称を含む）の他の団体に対する典拠形アクセス・ポイントと判別す

るために必要な場合は、関係団体の名称を優先名称に付加する。 

（参照: #8.4 を見よ。） 

関係団体の名称が当該団体の名称と通常結びついている場合は、団体と結びつく場所（参

照: #28.1.2 を見よ。）よりも優先して、関係団体の名称を優先名称に付加する。 

社会科教育研究会||シャカイカ キョウイク ケンキュウカイ (東京学芸大学) 

社会科教育研究会||シャカイカ キョウイク ケンキュウカイ (東京教育大学. 附

属小学校) 

#28.1.3 関係団体の名称 任意追加 

同一名称（近似した名称を含む）の他の団体が存在しなくても、団体に対する典拠形アク

セス・ポイントを識別するために役立つ場合は、関係団体の名称を優先名称に付加する。 

#28.1.4 団体と結びつく日付 

複数の団体に対する典拠形アクセス・ポイントを判別するために必要な場合は、団体と

結びつく日付（設立年および（または）廃止年、いずれも不明なときは、団体の活動期

間）を優先名称に付加する。 

（参照: #8.5～#8.5.3.3 を見よ。） 

秋田県. 総合食品研究所||アキタケン. ソウゴウ ショクヒン ケンキュウジョ 

(1995-2006) 

秋田県. 総合食品研究所||アキタケン. ソウゴウ ショクヒン ケンキュウジョ 
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(2009-2010) 

複数の政府が（例えば、占領、内乱などによって）同一地域の主権を主張している場合

は、設立年および（または）廃止年の前に、#28.1.6 に従って、その他の識別要素（政府

のタイプを示す語句など）を付加する。 

（参照: 会議、大会、集会等の開催年の優先名称への付加については、#28.1.7 を見よ。） 

#28.1.4 団体と結びつく日付 任意追加 

団体に対する典拠形アクセス・ポイントを識別するために役立つ場合は、団体と結びつ

く日付を優先名称に付加する。 

#28.1.5 行政区分を表す語 

行政団体では、同一名称（近似した名称を含む）の他の団体に対する典拠形アクセス・ポ

イントを判別するために必要な場合は、その行政区分を表す語（「State」、「City」など）を

優先名称に付加する。市町村では付加せず、市町村以外の行政団体の優先名称に付加する。 

Carlow (Ireland) 

（町の名称） 

Carlow (Ireland : County) 

（州の名称） 

ただし、優先名称に行政区分を表す語を含む場合は、識別要素としては扱わない（例えば、

優先名称「長野県」にはすでに行政区分を表す語「県」が含まれている）。 

（参照: #8.7.2 を見よ。） 

#28.1.6 その他の識別語句 

 複数の団体に対する典拠形アクセス・ポイントを判別するために、#28.1.1～#28.1.5 で規

定された識別要素で不十分な場合、またはそれらを使用できない場合は、その他の識別語句

を優先名称に付加する。 

ワールドカップ||ワールド カップ (サッカー) 

ワールドカップ||ワールド カップ (クリケット) 

 同一名称（近似した名称を含む）で同一の場所にある複数の団体を判別するために必要な

場合は、団体と結びつく場所の後に、その他の識別を可能とする情報を付加する。 

 複数の政府が（例えば、占領、内乱などによって）同一地域の主権を主張している場合は、

団体と結びつく日付の前に政府のタイプを示す語句などを付加する。 

（参照: 団体と結びつく日付については、#28.1.4 を見よ。） 

（参照: #8.7.3 を見よ。） 

Malaya (Territory under British Military Administration, 1945-1946) 

#28.1.6 その他の識別語句 任意追加 

その団体の性質や目的を理解するために役立つ場合は、その他の役立つ情報を団体の優

先名称に付加する。 
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#28.1.7 会議、大会、集会等の回次、開催年、開催地、関係団体 

 1 回限り開催の会議、大会、集会等、連続開催の会議、大会、集会等のうちの特定の回次

のもの、団体の下部組織として位置付けられた会議、大会、集会等に対しては、適用可能で

容易に判明する場合は、会議、大会、集会等の優先名称に、次の順に識別要素を付加する。 

a) 会議、大会、集会等の回次（参照: #8.6 を見よ。） 

b) 会議、大会、集会等の開催年（参照: #8.5.3.4、#28.1.4 を見よ。） 

c) 会議、大会、集会等の開催地（参照: #8.3.3.1、#28.1.2 を見よ。） 

オリンピック冬季競技大会||オリンピック トウキ キョウギ タイカイ (第 18

回 : 1998 : 長野県) 

National Conference on Scientific and Technical Data (2nd : 2000 : Washington, 

D.C.) 

開催地より関係団体の名称の方が識別するために適切な場合、または開催地が不明であ

るか容易に確認できない場合は、開催地の代わりに関係団体の名称を用いる。 

（参照: #28.1.3 を見よ。） 

会議、大会、集会等がオンラインで開催された場合は、開催地の代わりに「オンライン」

または「Online」を用いる。 

Climate 2009 (Conference) (2009 : Online) 

 一連の会議、大会、集会等に対する典拠形アクセス・ポイントに対しては、回次、開催年、

開催地を優先名称に付加しない。 

制御部門マルチシンポジウム||セイギョ ブモン マルチ シンポジウム 

大阪母親大会||オオサカ ハハオヤ タイカイ 

同一名称（近似した名称を含む）の他の一連の会議、大会、集会等の典拠形アクセス・ポ

イントと判別するために必要な場合は、必要に応じて、#28.1.1～#28.1.6 を適用する。 

   市民体育祭||シミン タイイクサイ (羽村市) 

   市民体育祭||シミン タイイクサイ (和光市) 

#28.1.7.1 複数の開催地・関係団体 

会議、大会、集会等が複数の場所で開催された場合は、すべての開催地の名称を優先名称

に付加する。 

（参照: #8.3.3.1.1 を見よ。） 

オリンピック夏季競技大会||オリンピック カキ キョウギ タイカイ (第 18 回 : 

1964 : 東京都 ; 神奈川県 ; 埼玉県 ; 千葉県 ; 長野県) 

開催地の代わりに関係団体の名称を用いる場合に、その会議、大会、集会等に複数の関係

団体があるときは、すべての関係団体の名称を優先名称に付加する。 

#28.1.7.1 複数の開催地・関係団体 別法 

*会議、大会、集会等が複数の場所で開催された場合は、主な開催地の名称または開催地

の上位の場所の名称を優先名称に付加する。 
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（参照: #8.3.3.1.1 別法を見よ。） 

    オリンピック夏季競技大会||オリンピック カキ キョウギ タイカイ (第 18 回 : 

1964 : 東京都) 

    （主な開催地の名称を優先名称に付加した例） 

ワールドカップ||ワールド カップ (サッカー) (2002 : 日本; 韓国) 

    （開催地の上位の場所の名称を優先名称に付加した例） 

開催地の代わりに関係団体の名称を用いる場合に、その会議、大会、集会等に複数の関係

団体があるときは、主な団体の名称を優先名称に付加する*。 

#28.2 異形アクセス・ポイントの構築 

団体に対する異形アクセス・ポイントは、原則として、団体の優先名称または異形名称を

基礎として構築する。識別に重要な場合は、#28.1.1～#28.1.7.1 別法に従って、識別要素を

付加する。 
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